
別紙様式２ 

 

※１ 個人番号は記載しないこと。 

※２ 認定の有効期間は、原則として、申請書を保健所が受理した月の初日から１年だが、被用者保険加入者で低所

得者区分の者及び国民健康保険組合加入者については、申請時期にかかわらず有効期間は７月末までとなる。 

新規 更新 転入 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証 

交付申請書 

申
請
者
（
医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
） 

ふ り が な 

氏   名 
 

性  別 男・女 

生年月日      年   月   日 

住   所               （電話         ） 

個 人 番 号             

加入医療保険 

被 保 険 者 氏 名  申請者との続柄  

保 険 種 別 協・組・共・国・後 
被保険者証の 

記 号 ・ 番 号 
 

保 険 者 番 号  

病    名  

本 助 成 制 度 

利 用 歴 

１．あり       ２．なし 

公費負担者番号・受給者番号（        ・        ） 

有効期間（    年  月  日～    年  月  日） 

核酸アナログ製剤治

療に係る肝炎治療受

給者証の交付の有無 

現在、核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を 

１．受けている。 

２．受けていない。 

 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について説明を受け、本事業の趣旨を理解し、同意する

ので、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の（ 新規 ･ 更新 ）交付を申請します。 

 

申請者氏名                

（代理人の場合は代理人の氏名を記載） 

 

年  月  日 

 

福島県知事 殿 

 

交付を受けている場合は、申請月以前の 24月以内の「肝

炎治療自己負担限度額管理票」の写しを添付すること。 



別紙様式２ 

 

【添付書類】 

 

① 全ての申請者に共通するもの 

ア 臨床調査個人票及び同意書 

イ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票（別紙様式３の１及び３の２）の写し並び

に様式３の２の場合は記載した事項を確認することができる領収書及び診療明細書等（実施

要綱第３（６）に定める対象医療を受けようとする日の属する月以前の２４月以内に、実施要綱

第３（６）の①から③までに掲げる医療を受けた月数が既に１月以上あることが記録されている

もの） 

ウ 同意書（別紙様式２の１） 

エ 核酸アナログ製剤治療について「福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱」（以下による肝

炎治療受給者証の交付を受けた者にあっては、「福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱」

上の肝炎治療自己負担限度額管理票であって、実施要綱第３（６）に定める対象医療を受け

ようとする日の属する月以前の２４月以内の自己負担額等が記録されているもの（以下「肝炎

治療月額管理票」という。）の写し 

② ７０歳未満の申請者の場合 

ア 申請者の氏名が記載された医療保険の被保険者証の写し 

イ 限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の写し 

ウ 申請者の住民票の写し 

エ その他、知事が申請内容の審査に必要と認める書類 

③ ７０歳以上７５歳未満の申請者の場合 

ア 申請者の氏名が記載された医療保険の被保険者証と高齢受給者証の写し 

イ 限度額適用認定証等の写し（ただし、医療保険における所得区分（以下「所得区分」という。）

が一般の被保険者（以下「一般」という。）にあたる者を除く） 

ウ 所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 

エ 申請者の住民票の写し。ただし、所得区分が一般にあたる者は、申請者及び申請者と同一

の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し 

オ その他、知事が申請内容の審査に必要と認める書類 

④ ７５歳以上の申請者の場合 

ア 申請者の氏名が記載された後期高齢者医療被保険者証の写し 

イ 限度額適用認定証等の写し（ただし、所得区分が一般にあたる者を除く） 

ウ 所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 

エ 申請者の住民票の写し。ただし、所得区分が一般にあたる者は申請者及び申請者と同一

の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し 

オ その他、知事が申請内容の審査に必要と認める書類 

 

○更新申請の場合は、上記①（個人票を除く）及び②～④の場合に応じた書類を添付し、更新前

の参加者証の有効期限が満了する日までに申請すること。 

○県外より転入した場合は、転出前に交付されていた参加者証及び上記②～④の場合に応じた

書類を添付すること。 


